
両方会員両方会員 両会員の条件を満たしていれば、どちらにも登録できます。

 三条市ファミリー・サポート・センター 三条市ファミリー・サポート・センター
〒959−1192　新潟県三条市新堀1311番地（三条市役所栄庁舎２階　子育て支援課内）

 三条市 三条市

ファミリー･サポート･センターファミリー･サポート･センター
 会員募集中！ 

子育て支援団体 所在地・連絡先

子育て支援グループ
かるがも

旭町2-6-11（市役所第２庁舎）
℡0256-35-1905

地域たすけあい
ネットワーク

本町６丁目3-76
℡0256-34-2448

三条市シルバー
人材センター

旭町2-6-11（市役所第２庁舎）
℡0256-34-2526

持ち物 免許証等の本人確認書類
ファミリー・サポート・センター

免許証等の本人確認書類

入会申込書の提出が必要です。STEP２

ご自身が希望する子育て支援団体へ

入会します。

提出先 ファミリー･サポート･センター

「三条市ファミリー・サポート・センター」（以下「センター」といいます。）とは、

子育てを手伝ってほしい人〈依頼会員〉と子育てを応援したい人〈提供会員〉が会員と

なり、地域で子育てをサポートする組織です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

こんな人が利用できます！

歯医者さんの間に預かってほしい

依頼会員依頼会員
子育てを手伝ってほしい人

育児の「ちょっと助けてほしい」
ときにファミサポを利用しませんか？

在宅ワーク中に子どもを見てほしい

リフレッシュで美容院に行きたい

産後に少しの時間身体を休めたい

市内に住む０歳から小学６年生までのお子
さんがいて、子育ての援助が必要な方

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会員登録について

入会申込書の提出が必要です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

提供会員提供会員
子育てを応援したい人

子どもが好きな方、子育て支援に興
味のある方、空いた時間に子育ての

お手伝いをしてみませんか？

自分の子育てや仕事が一段落して

時間に余裕ができた

自分の子育て経験を活かしたい

会員登録について

養成講座を受講して、子育てに関する
知識や技術を学びます。

0256-45-11130256-45-1113
平日8:30〜17:15（年末年始を除く）

0256-45-11310256-45-1131
kosodate@city.sanjo.niigata.jpkosodate@city.sanjo.niigata.jp

最新の情報は

HPをチェック！

STEP１

入会後は･･･

電子申請はこちら⇒

〈提出先〉

〈持ち物〉

会員証を作成

するため、顔写真を

撮影します

最新の講座の情報はこちら⇒

便利な電子申請をご利用ください！



三条市ファミリー・サポート・センター
依頼会員

（子育てを手伝ってほしい人）

提供会員
（子育てを応援したい人） 子育て支援団体

育
児

の
お

手
伝

い

子育て家庭の

力になりたい！

ちょっとした時に子育てを手伝ってほしい！

謝
礼

金
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支
払

会員登録
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依頼会員が支払う額 子ども１人につき１時間５００円
（交通費やおやつ代などは別途依頼会員が負担します。）

提供会員が受け取る額 １時間あたり９８５円〜１，２００円
（子育て支援団体により異なります。）

利用時間/活動時間 ８：００ 〜 ２０：００
（子育て支援団体により異なります。）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（※１）子育て支援団体によって謝礼金の支払い方法が変わります。

利用料金と時間

三条市ファミリー・サポート・センターの仕組み

（※２）制度の利用には事前の会員登録が必要です。登録後、提供会員と事前に援助内容に関する打ち合わせを行います。

　　　援助の開始までに時間を要する場合がありますので、余裕を持って会員登録を行ってください。

よくあるＱ&Ａ

Ｑ．（依頼会員）知り合いやご近所の方に預かってもらうのと何が違うの？

Ａ．センターに登録して利用すると、援助活動中、もしもの時、補償保険が適用になりますので安心です。

Ａ．依頼会員の自宅、すまいるランドやあそぼってなどで預かります。会員同士で話し合い預かり場所が決まります。
Ｑ．預かり場所はどこですか？

Ｑ．（提供会員）依頼された日に用事があります。
Ａ．お断りしていただいて問題ありません。ご自身の負担にならない範囲で活動していただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（※１）

（※２）


